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 報 道 関 係 者 各位 

 

 

雪害事故防止キャラバン出発式の開催について 

 

雪害事故の発生を防止するため、例年雪害事故が多く発生している期間を「雪害事故防

止強化月間」とし、啓発活動を重点的に進めていくこととしております。 

今年度は、下記のとおり強化月間を設定するとともに、雪害事故防止を広く県民に周知

するため、期間の初日に、雪害事故防止キャラバン出発式を開催いたしますので取材くだ

さるようお願いします。 

 

記 

 

  １ 雪害事故防止強化月間  令和７年１月１０日（金）から２月９日（日）まで 

  

２ 雪害事故防止キャラバン出発式 

（１）日 時  令和７年１月１０日（金） １２時００分から（20分程度） 

 

（２）場 所  山形県庁１階ロビー 

 

（３）参集者  県（防災くらし安心部、みらい企画創造部、総合支庁、警察本

部）、市町村、消防本部、除雪ボランティア団体（※） など 

       ※上山市社会福祉協議会代表者及び東海大学山形高等学校生徒代表 

 

（４）内 容  雪害事故防止宣言（除雪ボランティア団体） 

       広報物品交付 

       広報車出発               ほか 

 

 

 
【問合せ先】 

 山形県防災くらし安心部防災危機管理課 

 課長補佐（防災担当）木島 

  電話 ０２３－６３０－２２３０ 

 報道監 防災くらし安心部次長 

(兼)危機管理広報監 小泉 

プレスリリース 


